
公     告

一般競争入札の実施（建設関連業務委託）

次のとおり、制限付一般競争入札を行うので公告する。

  令和５年６月７日

                                                                    長崎県知事 大石 賢吾

１ 競争入札に付する事項

（１） 委託業務番号       ５債県港広第１－１号

（２） 委託業務の名称        長崎港元船地区整備構想策定支援およびＰＰＰ／ＰＦＩ手法検討業務委託

（３） 委託業務の場所      長崎市 元船町ほか

（４） 履 行 期 間    令和７年３月２１日 限り

（５） 業務概要         元船地区整備構想検討支援   １式

               ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査 １式

公募資料作成        １式

（６） 支払条件      前金払及び部分払  有

（７） 本業務は、長崎県建設関連業務委託制限付一般競争入札試行実施要綱（平成 21 年度 21 建企第 735 号。以下

「実施要綱」という。）第２条第 11 号に規定する事後審査型入札である。

（８） 本委託業務は、提出資料及び入札書等の提出等について、長崎県建設工事等電子入札実施要綱に基づく、電

子入札システムを使用して行う対象委託業務である。

２ 競争入札に参加する者に必要な資格

  本委託業務の入札参加資格を有する者は、建設関連業務委託事後審査型入札公告共通事項書（以下「共通事項書（建

設関連業務委託）」という。）２の（１）に定める要件を満たし、実施要綱第７条第６項に規定する競争参加資格確認

届出書の提出期限の日から落札決定の日までの間において次の条件をすべて満たす者とする。

入札参加資格 「工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札

に参加しようとする者に必要な資格等」（昭和53 年長崎県告示第975 号）第２により入札参加資格

者名簿（有効期限：令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）の土木関係建設コンサルタント

業務「港湾及び空港」部門の登録業務を名簿に登載している者

地 域 要 件 なし

同種業務の

履行実績に

関する条件

次の条件を満たす、企業としての実績を有すること。

平成20年度から令和４年度までに完了した業務で、国、特殊法人等、地方公共団体、公社発注の

下記の業務を元請けとして完了した実績を有すること。

  ・ＰＰＰ／ＰＦＩに関する公募資料作成業務

配置技術者に

関する条件

次の条件をすべて満たす管理技術者を配置すること。

種 類 管理技術者

国 家

資格等

以下のいずれかの条件を満たすこと。

○技術士法（昭和58年法律第25号）による技術士（建設部門選択科目「港湾及び空港」）

○技術士法（昭和58年法律第25号）による技術士（総合技術監理部門選択科目「港湾及び空

港」）

○上記２つの資格と同等の能力と経験を有する技術者

○建設コンサルタント登録規定（昭和52年建設省告示第717号）で認定された技術管理者

（登録部門「港湾及び空港」）

○シビルコンサルティングマネージャ（以下「ＲＣＣＭ」という。ＲＣＣＭ専門技術部門

「港湾及び空港」）の資格保有者。



業  務

経 験

技術者の実績として平成20年度から令和４年度までに完了した業務で、国、特殊法人等、地方公

共団体、公社発注の下記の業務のうち、いずれかを元請けとして完了した実績を有すること。

・ＰＰＰ／ＰＦＩに関する導入可能性調査業務

・ＰＰＰ／ＰＦＩに関する公募資料作成業務

（注） 同等の能力と経験を有する技術者とは、主任技師相当以上とし、大学卒業後１８年以上、短大・高専卒業後２

３年以上、高校卒業後２８年以上の経験年数（建設コンサルタント登録の業種「港湾及び空港」の経験を含む）

を有する技術者をいう。

３ 提出書類

(1) 競争参加資格確認届出書等として次に掲げる書類を提出すること。

① 共通事項書３の(1)のア

ただし、電子入札の場合は、電子入札システムにより自動作成されたものを提出すること。

②共通事項書３の(1)のウ、エ、及びキ

なお、配置技術者を法令等で定められた資格によらず、同等の能力と経験を有する技術者により申請する場合

は、共通事項書３の(1)のオの｢配置予定技術者調書(技術者)(実施要綱 様式第 5 号)｣に準じて、経験年数と経験

を確認できる内容を記載し、同様式を必ず提出すること。

４ 入札等担当部局                                                                                      

区 分 担 当 内 容 担 当 部 局 電 話 番 号 等 住     所

入札・契約

担当

提出書類、入札・契約

に関する事項

長崎県土木部港湾課調整

班

ＴＥＬ095-824-3625

ＦＡＸ095-821-9246

〒850-8570

長崎県長崎市尾上町３番１号

工事・技術

担当

設計図書の内容等技術

的要素に関する事項

長崎県土木部港湾課振興

班

ＴＥＬ095-824-3625

ＦＡＸ095-821-9246

５ 入札日程

【交付について】

書類様式、入札説明書

の交付期間及び方法

【交付期間】

令和 5 年 6 月 7 日(水曜日)から

令和 5 年 6 月 20 日(火曜日)まで

① 書類様式

長崎県ホームページ（https://www.pref.nagasaki.jp/
）トップページ「まちづくり／土地・建設業／公共事

業入札・契約制度関係規則等／各種様式」から入手す

ること。

② 入札説明書

電子入札システムにより入手すること。

【提出について】

事後審査型一般競争入札

参加申込書等の提出期間

及び場所

【提出期間】

令和 5 年 6 月 8 日(木曜日)から

令和 5 年 6 月 16 日(金曜日)まで

電子入札システムによる。

【質問について】

入札説明書に関する

質問期間及び場所

【質問期間】

令和 5 年 6 月 8 日(木曜日)から

令和 5 年 6 月 16 日(金曜日)まで

電子入札システムによる又は４の各担当部局

上記回答期限

及び回答方法

令和 5 年 6 月 20 日(火曜日)まで ・個別事項は、当該者にファクシミリにて回答

・全参加者に関する事項は、電子入札システムにて回答



【入札書について】

入札書等の提出期間

【入札期間】

令和 5 年 6 月 21 日(水曜日)から

令和 5 年 6 月 23 日(金曜日）まで

電子入札システムによる

開札日時及び場所 令和 5 年 6 月 26 日(月曜日)

     午前 11 時 から

長崎県庁６階入札室

長崎県長崎市尾上町３番１号

電話 ０９５－８２４－３６２５

落札者決定までの期間 落札候補者決定通知の日の翌日

から起算して３日以内

電子入札システム又は４の入札・契約担当部局

                                                                                          

（注１）上記の期間は、長崎県の休日を定める条例（平成元年長崎県条例第 43 号）第１条第１項に規定する休日を

除く午前９時から午後５時まで（来所する場合は正午から午後１時までを除く。）とする。（ホームページ

掲載内容を除く。）

（注２）書類様式及び入札説明書は、郵送での配布は行わない。

（注３）入札説明書に関する質問は、原則として電子入札システムにより行うこと。

ただし、電子入札システムが使用できない場合は、書面により郵送で行うこと。（時間的に不可能でや

むを得ない場合は電送（ＦＡＸ）も可とするが、電送後直ちに原本を郵送すること。）この場合におい

て、質問者は郵送又は電送（ＦＡＸ）を問わず、必ず提出先に着信を確認すること。

（注４）入札参加希望者は、入札説明書の解釈に疑義がある場合は必ず質問し確認すること。なお、質問締切日以降

の質問は受け付けない。

６ 入札保証金

免除

７ 契約保証金

契約金額（消費税及び地方消費税を含む。）の 100 分の 10 以上の金額とする。ただし、県財務規則第 112 条各号に

掲げる担保の提供、第 113 条第１項第１号に規定する履行保証保険証券又は同条同項第２号に規定する工事履行保証証

券の提出に代えることができる。

８ 落札者の決定及び通知

（１） 落札候補者が届出時に提出した書類を審査し、資格要件を満たしていることを確認した場合は、その者を落札

者と決定し、速やかに落札者を含む入札参加者全員にその旨を通知する。

（２） 落札候補者の審査の結果、落札候補者が資格要件を満たさないことを確認した場合は、その者のした入札を無

効としその者に通知する。この場合の落札候補者は、落札候補者の次に低い価格で入札した者（以下「次順位者」と

いう。）を落札候補者とする。この場合においては、(1)の取扱いを準用する。

（３） 次順位者の取扱いは、落札候補者が落札者とならなかった場合、順次準用する。

９ 入札参加資格がないと認められた者又は落札者とされなかった者に対する理由の説明

入札参加資格がないと認められた者又は落札者とされなかった者は長崎県建設関連業務委託苦情処理手続要綱に基

づき、契約担任者に対して競争参加資格がないと認めた理由又は不服のある事実について説明を求めることができる。

    説明を求めることができる期間及びその回答期限は次のとおりとする。

入札参加資格がないとされた理由に

関する苦情申立期限

競争参加資格要件不適格通知書によ

る通知を行った日の翌日から起算し

て７日以内（休日を除く）

長崎県土木部港湾課

ＴＥＬ 095-824-3625

ＦＡＸ 095-821-9246

〒850-8570

長崎県長崎市尾上町３番１号

上記回答期限 苦情申立期限の日の翌日から起算し

て７日以内（休日除く）

上記回答に対する再苦情申立期間 回答を行った日の翌日から起算して

７日以内（休日を除く）

落札者とされなかった理由に関す

る苦情申立期間

入札結果表の公表をした日の翌日か

ら起算して７日以内(休日を除く）



上記回答期限 苦情申立期限の日の翌日から起算し

て７日以内(休日を除く)

上記回答に対する再苦情申立期間 回答を行った日の翌日から起算して

７日以内（休日を除く）

１０ その他

（１） その他入札参加資格、技術資料、入札・契約に関する事項は共通事項書（建設関連業務委託）のとおり。

（２） 入札結果、本公告及び共通事項書（建設関連業務委託）は、長崎県入札情報サービスポータルサイトに掲載す

る。

土木部ホームページ（https://www.doboku.pref.nagasaki.jp/bidding/info/index.html）

（３） 入札制度関係要綱要領等は、長崎県ホームページに掲載する。

     長崎県ホームページ（https://www.pref.nagasaki.jp/）トップページ「まちづくり／土地・建設業／公共事業入札

／契約制度関係規則等／要綱・要領／要綱・要領等」

（４） 不明な点に関する問い合わせ先

ア 提出書類、入札及び契約に関すること

４の入札・契約担当部局

イ 設計図書の内容等技術的要素に関すること

４の工事・技術担当部局


